
127

Ⅰ　特別支援教育制度とスクールソーシャルワーク

　2003年3月の「今後の特別支援教育の在り方について

（最終報告）」において，柔軟で弾力的な制度の再構

築，教員の専門性の向上と関係者・機関の連携による質

の高い教育システム作りをめざして，次の5つの提言が

なされた．一部，スクールソーシャルワークの視点から

提言をとらえてみる．

１．個別の教育支援計画

　“障害のある子どもを生涯にわたって支援する観点

から，一人一人のニーズを把握して，関係者・機関の

連携による適切な教育的支援を効果的に行うために，

教育上の指導や支援を内容とする「個別の教育支援計

画」の策定，実施，評価（「Plan―Do―See」のプロ

セス）が重要．”

　このことは，「問題把握からニーズの確定→アセス

メント→支援標的・目標設定→支援プログラム作成→

プログラムの実行→モニタリング→評価」というソー

シャルワーク実践の展開過程モデル（フィールド・

ソーシャルワーク）そのものと言える．

２．特別支援教育コーディネーター

　“学内，または，福祉・医療等の関係機関との間の

連絡調整役として，あるいは，保護者に対する学校の

窓口の役割を担う者として学校に置くことにより，

教育的支援を行う人，機関との連携協力の強化が重

要．”

　このことは，ソーシャルワークの定義である「個人

とその人を取り巻く環境との間の相互作用を構成する

社会関係に焦点をあてた活動によって，単独または集

団内の個人の社会機能を強化しようとするもの」に深

く関連している．また，“ソーシャルワークの実践で

ある⑴人々が生活し，問題を解決し，困難に対処で

きるように，その人々（People）にかかわる，⑵社会

資源や社会サービスや，それらを利用できる機会を

人々に提供する社会制度（システム）が適切に働くよ

うに，そのシステム（System）にかかわる，⑶そう

いった社会資源，社会サービス，その機会を提供する

社会制度（システム）と，そこで生活し，問題や困

難をかかえる人々とをつなぐ（Link）ことにかかわ

る，そして，⑷現在の社会政策（Social Policy）の改

善と，新たな社会政策を創り出すためにかかわる，こ

れらのかかわりを，専門家として社会的責任をもって
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行う（介入Intervention）ことである．”（社会福祉

教育方法・教材開発研究会／2001）こととも非常に関

連している．

３．広域特別支援連携協議会等

　“地域における総合的な教育的支援のために有効な

教育，福祉，医療等の関係機関の連携協力を確保する

ための仕組みで，都道府県行政レベルで部局横断型の

組織を設け，各地域の連携協力体制を支援すること等

が考えられる．”

　このことは，ソーシャルワークにおけるマクロレベ

ルのアプローチと言える．

　さらに，今後の学校のあり方として以下の方向性が

示されている．

４．盲・聾・養護学校から特別支援学校へ

５．小・中学校における特殊学級から学校としての全

体的・総合的な対応へ

　これらの提言を受け，2005（平成17）年12月8日に特

別支援教育特別委員会により「特別支援教育を推進する

ための制度の在り方について（答申）」が取りまとめら

れた．

　文部科学省は，この答申の提言等を踏まえ，学校教育

法施行規則の一部改正（平成18年4月施行），学校教育

法等の一部改正（平成19年4月施行）を行い，2007年度

から特別支援教育制度がスタートした．

　特別支援教育は，これまでの「特殊教育」の対象とし

て「特別な場」で教育を受けて来た約1.6％（義務教育

段階）の子どもたちから，新たにＬＤ，ＡＤＨＤ，高機

能自閉症など通常学級に在籍する発達障害といわれる子

どもたち（小中学校で推定6.3％, 約68万人）をも対象と

するものである．

　幼稚園や保育所では，これまで，健常児と障害児がと

もに育ちあう統合保育として障害児保育を実施してきて

いる．特別支援教育は，特殊教育の対象とされなかった

LD，ADHD等の発達障害児を対象にするものであり，

幼稚園や保育所においても，小中学校の通常学級と同じ

程度の割合（6.3％）で在籍していると考えられる．今

日，幼児教育においても新たな対応が迫られている．

　幼稚園や保育所において，発達障害の子どもたちへの

適切な理解や対応により，彼らの園での生活を充実した

ものにし，二次的な問題を軽減することができる．そし

て，小学校や地域の機関等と連携・協働することによ

り，この時期の移行をスムースにさせることができる．

Ⅱ　幼稚園における個別的配慮を要する幼児に関する調査

１．目的

　幼稚園における個別的配慮を要する幼児（発達障害

児等）の在籍状況や状態像，保育に伴う配慮や工夫な

どについて実態を調査し，幼児期における個別的配慮

を要する幼児の発見・支援（特別支援教育の対応を含

む）に関する基礎資料を得ることを目的とする． 

２．調査の概要

１）調査対象

　H県H地区（４市４郡）の幼稚園86園である．

２）調査時期　2008年9月9日～2008年10月20日

３）調査内容

　独立行政法人国立特殊教育総合研究所の調査研究報

告書「乳幼児期からの一貫した軽度発達障害者支援体

制の構築に関する研究－乳幼児期における発見・支援

システムの実態調査を中心に－」の調査票を参考に

「個別的配慮が必要な幼児への支援に関する調査」を

作成した．主な項目は，①個別的配慮を要する幼児の

在籍状況，②幼児の状態像，配慮児に気づいた時期お

よび人，④配慮児の保育に伴う連携と保育上の対応，

⑤外部機関との連携，⑥入園について，⑦就学につい

て，⑧職員研修で，主に選択形式をとり，一部自由記

述欄を設けた．

４）手続き

　郵送による調査用紙の送付・回収によって実施し

た． 

３．結果

１）回収率

　調査用紙は86園に発送し45園から回収した．回収率

は52.3％であった．最も高い回収率の市・郡は100％

であり，最も低い市・郡は0%であった．なお，無記

名回答のものが7園．公立43園（95.6％），私立2園

（4.4％）であった．

２）配慮児の在籍状況

⑴　平成20年度および過去3年間の配慮児の在籍状況

　平成20年度に配慮児が在籍している幼稚園は23園

（51.1％），現在はいないが過去3年間（平成17・

18・19）に在籍していた幼稚園は16園（35.6％），

現在も過去3年間も在籍したことがない幼稚園は11園

（24.4％）であった．

⑵　平成20年度に在籍している配慮児について

　表１に①配慮児，②「発達障害」と専門機関などで診

断されている幼児（以下，発達障害児と記す），③「特
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殊教育補助」の対象になっている幼児（以下，「特殊教

育補助」対象児と記す）の人数と幼稚園数を示した．配

慮児が在籍する23園で，3歳未満児クラスに配慮児が在

籍する幼稚園は0園，3歳児クラスは4園，4歳児クラスは

15園，5歳児クラスは17園，その他のクラスは2園であっ

た．配慮児は，3歳未満児クラス，3歳児クラス，4歳児ク

ラス，5歳児クラスと年齢が高くなるにつれて，人数な

らびに在籍園数が多くなる傾向が認められた．この傾向

は発達障害児並びに「特殊教育補助」対象児の場合も

ほぼ同様であった．

　この調査の配慮児はあくまでも集団保育の中で個別

的な配慮・支援・工夫を必要としている幼児であり，

その子どもの障害や臨床像は問われていない．それに

対して，発達障害児は，専門機関などで診断されてい

る幼児である．したがって，表１にみるように，23園

において，配慮児が在籍する幼稚園数が最も多く，次

いで，発達障害児，「特殊教育補助」対象児が在籍す

る幼稚園の順である．

⑶　卒園した配慮児・発達障害児・軽度発達障害児など

　表2に現在は配慮児などがいないが，過去3年間（平

成17・18・19）に在籍していたことがある，と回答し

た幼稚園の配慮児などの在籍状況を示した．なお，計

の園数は実園数である．過去3年間に配慮児が在籍し

ていた幼稚園は16園（35.6％）であった．

３）平成20年度に在籍している配慮児の状態像・気づ

いた時期・気づいた人について

　平成20年度に配慮児（99人）が在籍すると回答の

あった幼稚園23園に対して，在籍する配慮児の状態

像，その幼児に気づいた時期，気づいた人等について

尋ねた．

⑴　配慮児の状態像について

　表3に配慮児の状態像と人数，幼稚園数を示した．

なお，１人の幼児が示している状態像は全てカウント

する複数回答を求めた．なお，計の園数は実園数であ

る．

　表の①～⑨の状態像は，一般的に発達障害といわれ

るADHD，高機能自閉症，アスペルガー障害のある

幼児が示す状態像である．状態像の現れ方は，年齢に

よっても異なるが，⑨その他を除き，子どもの状態像

を多い順に示すと，③人と係わることが苦手（36人），

⑥こだわりが強い（32人），②集団行動ができない（22

人），④動きが多く落ち着きがない（20人），①指示に

従わない（16人），という状態像を示す幼児が多かっ

た．これらの状態像に比べ，⑦ある面で年齢相応以上

の知識がある（10人），⑧突然，他児を殴ったり押し

たりする（9人），⑤高い所に上がることが好き（6人），

という状態像を示す幼児は少なかった．このことよ

表１　配慮児・発達障害児・「特殊教育補助」対象児など
（n=23）

３　歳
未満児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 その他 計

①配　慮　児 人数 0 15 37 40 7 99
園数 0 4 15 17 2 23

②発達障害児 人数 0 2 16 19 0 37
園数 0 1 11 13 0 17

③「特殊教育補助」
　対象児

人数 0 1 13 11 2 27
園数 0 1 9 10 1 14

表２　卒園した配慮児・発達障害児・「特殊教育補助」対象児など
（n=16）

17 年度 18 年度 19 年度 計

①配　慮　児 人数 18 20 21 58
園数 9 10 10 16

②発達障害児 人数 5 8 6 19
園数 4 6 4 11

③「特殊教育補助」
　対象児

人数 6 7 4 17
園数 5 5 4 9

表３　配慮児の状態像

３　歳
未満児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 その他 計

①指示に従わ
ない

人数 0 3 10 3 0 16

園数 0 2 5 3 0 9

②集団行動が
できない

人数 0 2 12 5 3 22

園数 0 2 8 5 1 15

③人と係わる
ことが苦手

人数 0 8 14 9 5 36

園数 0 4 10 9 1 16
④動きが多く
落ち着きが
ない

人数 0 3 10 6 1 20

園数 0 2 8 6 1 13
⑤高い所に上
がることが
好き

人数 0 2 2 2 0 6

園数 0 2 1 2 0 5

⑥こだわりが
強い

人数 0 8 10 10 4 32

園数 0 3 7 7 1 14
⑦ある面で年齢
相応以上の知
識がある

人数 0 1 2 7 0 10

園数 0 1 2 7 0 9
⑧突然，他児を
殴ったり押し
たりする

人数 0 3 4 2 0 9

園数 0 3 4 2 0 9

⑨その他
人数 0 0 10 7 0 17

園数 0 0 4 6 0 7

計
人数 0 30 74 51 13 168

園数 0 5 12 14 1 23
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り，上記の③人と係わることが苦手，⑥こだわりが強

い，②集団行動ができない，④動きが多く落ち着きが

ない，①指示に従わない，という状態像は発達障害児

をスクリーニングする際に有効な状態像であると考え

られる．

⑵　配慮児に気づいた時期について

　表4に配慮児（99人）に障害があることに気づいた

時期，人数，幼稚園数を示した．なお，計の園数は実

園数である．

　障害に気づいた時期は，入園前（①～④）が38人と

一番多く，次いで幼稚園での保育中（⑤～⑦）が31

人，乳幼児健診や就学時健診，他機関の利用時（⑧～

⑪）が12人，その他（⑫）が 4人であった．幼稚園で

の保育中に気づいた時期をみると，⑤3歳児保育時が7

人，⑥4歳児保育時が19人，⑦5歳児保育時が5人であ

り，3・4歳児の保育時までに気づくことが多いことが

分かった．そして，乳幼児健診や就学時健診，他機関

の利用時（⑧～⑪）に気づいた子どもは12人と少な

かった．

⑶　配慮児に気づいた人について

　表5に在籍する配慮児に気づいた人，人数，園数を

示した．なお，配慮児に気づいた人は複数回答を求

め，計の園数は実園数である．

　配慮児に気づいた人は，①保護者が17人と以外に少

なく，幼稚園関係者（②～⑤）が85人，乳幼児健診や

他機関のスタッフ（⑥～⑧）が24人，その他が１人で

あった．幼稚園関係者の内訳をみると，担当教員が43

人と多く，園長が35人，幼稚園職員（担当教員，園長

以外）が7人であった．乳幼児健診や他機関のスタッ

フの内訳は，専門機関のスタッフが12人，医療機関の

医師が４人，乳幼児健診のスタッフは8人であった．

４）配慮児の保育に伴う組織，他機関との連携，保育

上の工夫について

　配慮児が平成20年度並びに平成17～19年度に在籍し

ていた幼稚園において，配慮児の保育に伴う組織，他

機関との連携，保育上の工夫等について尋ねた．

⑴　特別支援教育に関する対応の実施状況 

　表6に特別支援教育に関する対応実施状況を全国調

査の実施状況とともに示した．実施状況の多い順に

示すと，②発達障害児についての実態把握（88.2％），

①校内委員会の設置（57.6％），⑧特別支援教育に関

する教員研修（56.3％），③特別支援教育コーディ

ネーターの指名（38.2％），④個別の指導計画の作成

（32.4％），⑥巡回相談員の活用（26.5％），⑤個別の教

育支援計画の作成（20.6％），⑦専門家チームの活用

（2.9％）であった．全国調査より多い項目は，②発達

障害児についての実態把握のみであった（全国調査の

79.0％に比べ88.2％）．その一方，全国調査より顕著に

表４　配慮児に気づいた時期

３　歳
未満児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 その他 計

①入園前
（願書受付時）

人数 0 0 1 2 0 3
園数 0 0 1 2 0 3

②入園前
（保護者面接時）

人数 0 0 4 0 0 4
園数 0 0 3 0 0 3

③入園前
（体験入園時）

人数 0 2 0 4 0 6
園数 0 1 0 3 0 4

④入園前
　（その他）

人数 0 4 9 7 5 25
園数 0 1 5 3 1 5

⑤３歳児保育時 人数 0 5 1 1 0 7
園数 0 3 1 1 0 3

⑥４歳児保育時 人数 0 0 11 8 0 19
園数 0 0 8 5 0 8

⑦５歳児保育時 人数 0 0 0 4 1 5
園数 0 0 0 4 1 3

⑧３歳（３歳６
か月）児健診

人数 0 0 0 2 0 2
園数 0 0 0 2 0 2

⑨医療機関の
受診時

人数 0 1 2 1 0 4
園数 0 1 2 1 0 3

⑩医療機関以外の
専門機関で相談時

人数 0 0 4 2 0 6
園数 0 0 2 3 0 4

⑪就学時健康
診断時

人数 0 0 0 0 0 0
園数 0 0 0 0 0 0

⑫その他 人数 0 0 2 2 0 4
園数 0 0 2 2 0 4

計 人数 0 12 34 33 6 85
園数 0 3 14 15 2 23

表５　配慮児に気づいた人

３　歳
未満児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 その他 計

①保護者 人数 0 1 10 6 0 17
園数 0 1 7 6 0 9

②担当教員 人数 0 8 12 17 6 43
園数 0 2 5 9 2 10

③園長 人数 0 8 10 12 5 35
園数 0 2 5 6 1 10

④幼稚園職員（担
当教員・園長以外）

人数 0 1 2 4 0 7
園数 0 1 2 4 0 6

⑤嘱託医 人数 0 0 0 0 0 0
園数 0 0 0 0 0 0

⑥乳幼児健康診
査のスタッフ

人数 0 1 3 4 0 8
園数 0 1 2 4 0 6

⑦医療機関の
医師

人数 0 0 2 2 0 4
園数 0 0 1 2 0 2

⑧専門機関の
スタッフ

人数 0 3 2 6 1 12
園数 0 2 2 5 1 7

⑨その他 人数 0 0 1 0 0 1
園数 0 0 1 0 0 1

計 人数 0 22 42 51 12 127
園数 0 3 13 17 2 20
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少ない項目は，③特別支援教育コーディネーターの指

名（全国調査52.6％に比べ38.2％），⑥巡回相談員の活

用（全国調査の69.7％に比べ26.5％），⑦専門家チーム

の活用（全国調査の44.1％に比べ2.9％）であった．な

お，表6より幼稚園の特別支援教育の体制整備は，小

中学校に比べると，かなり遅れていると言える．

⑵　配慮児の保育に伴う配慮・支援・工夫

　表7に上記⑴の特別支援教育に関する対応以外の配

慮児の保育に伴う配慮・支援・工夫の内容と園数を

示した．回答があったのは45園中34園の75.6％であっ

た．多いものから順に示すと，⑨保護者指導・支援

（88.2％），④専門機関との連携（82.4％），①担任外職

員の配置（79.4％），⑤担任の配慮，個別指導（79.4 ％），

②幼稚園の全職員で配慮する保育体制をとっている

（58.8％），⑧保育環境の設定に配慮している（44.1％），

⑥教材・教具の工夫（41.2％），③医師などの専門家

との連携（26.5％），⑦遊具の工夫（11.8％）であった．

保護者指導・支援が88.2％と一番多く，配慮児の教育

には幼稚園と家庭との連携が重要であることがうかが

える．

⑶　個別的配慮を必要とする幼児への対応と支援

　表8に個別的配慮を必要とする幼児への対応と支援

が必要と思われる項目とその必要度を示した．その結

果，⑧子どもの発達や障害の診断を行ってくれる機関

（とても必要が82.4％）と⑩保育の内容や方法につい

ての相談先・アドバイス（とても必要が82.4％）が最

も多く，その一方，⑦保護者への発達障害についての

啓発（とても必要が64.7％）と②巡回指導・巡回相談

（とても必要が41.2％）は少なかった．

⑷　外部機関との連携の実態

ⅰ）専門機関や医師などへの相談の有無

　回答のあった31園のうち29園（93.5％）が外部機関

に相談したことがあると答え，具体的な外部機関とし

ては，医療機関，保健センター，特別支援学校，保健

所，児童デイサービスなどであった．

ⅱ）昨年度（2007年度）に連絡をとった外部機関

　表9に昨年度に連絡をとった外部機関を示した．そ

の結果，保健所・保健センターが79.4％と１番多く，

幼稚園にとって保健所・保健センターが身近な相談機

関の一つであることがうかがえる．また，3番目に特

別支援学校があり，特別支援学校の地域センター化が

着々と進行していることがうかがえる．

表６　特別支援教育に関する対応実施状況

調　査　項　目 H　県
H地区

全国調査（平成 19 年度：公立）

幼稚園 小中学校 高等学校

①校内委員会の設置 57.6％ 53.2％ 99.5％ 50.2％

②発達障害児についての実態把握 88.2％ 79.0％ 91.3％ 36.5％

③特別支援教育コーディネーターの指名 38.2％ 52.6％ 99.5％ 46.8％

④個別の指導計画の作成 32.4％ 31.6％ 63.8％ 4.8％

⑤個別の教育支援計画の策定 20.6％ 20.2％ 35.8％ 4.1％

⑥巡回相談員の活用 26.5％ 69.7％ 67.7％ 24.4％

⑦専門家チームの活用 2.9％ 44.1％ 38.2％ 12.9％

⑧特別支援教育に関する教員研修 56.3％ 66.2％ 56.1％ 25.1％

表７　幼稚園で行った対応　　　　（n=34）

園数 ％

①担任外職員の配置 27 79.4

②幼稚園の全職員で配慮する保育体
制をとっている専門機関との連携 20 58.8

③医師などの専門家との連携 9 26.5

④専門機関との連携 28 82.4

⑤担任の配慮，個別指導 27 79.4

⑥教材・教具の工夫 14 41.2

⑦遊具の工夫 4 11.8

⑧保育環境の設定に配慮している 15 44.1

⑨保護者指導・支援 30 88.2

⑩その他 0 0.0
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ⅲ）保健センターなどとの連携

　表10に幼稚園と市町の保健センターなどとの連携に

ついて示した．幼稚園との連携が多い順に示すと，③

保健師や家庭相談員との連携（58.1％），②保育所や療

育センターなどとの連絡会を開催（41.9％），①保健セ

ンター主催の親子教室などと連携（29.0％）であった．

５）就学時の教育委員会や小学校との連携

　表 11 に就学時の教育委員会や小学校との連携につ

いて示した．その結果，全ての幼稚園において配慮児

が就学する際に教育委員会や小学校と連携していた．

連携方法を多い順に示すと，②連絡協議会で情報を交

換（75.0％），①就学指導委員会などに資料を報告す

る（72.7％），⑥就学前相談・情報交換（61.4％），④

小学校を訪問する（54.5％），③小学校から観察にく

る（52.3％），⑦就学後相談・情報交換（31.8％），⑧

合同研修・研究会（9.1％），⑤保護者の了解を得，文

書で報告（6.8％）であった．

　小学校では，「小１プロブレム」と言い，幼稚園や

保育所から小学校への移行段階において「荒れ」の問

題などが指摘され，「幼小連携」が重要課題とされて

いる．「小１プロブレム」や「荒れ」の要因のひとつ

として発達障害の問題があげられ，守秘義務を踏まえ

ながら，個別的配慮が必要な幼児について，さらに情

報の共有を図っていくことが必要である．

とても必要 やや必要 あまり必要ない 必要ない
①加配保育者や障害児対応分の補助金 24 4 3 1
②巡回指導・巡回相談 14 14 3 0
③保護者との関係についての相談先・アドバイス 27 6 1 0
④保育者の研修 27 7 0 0
⑤他機関との連絡調整をしてくれるコーディネーター 24 8 0 0
⑥保護者向けの相談窓口 24 9 0 0
⑦保護者への発達障害についての啓発 22 10 0 0
⑧子どもの発達や障害の診断を行ってくれる機関 28 5 0 0
⑨子どもの療育をやってくれる機関や場所 26 5 1 0
⑩保育の内容や方法についての相談先・アドバイス 28 4 0 0
⑪その他 1

注：その他の 1件は，発達検査である．

表８　個別的配慮を必要とする幼児への対応と支援 （n=34）

機　関　名 園　数 %
①医療機関 10 29.4
②療育機関 21 61.8
③子育て支援センター 3 8.8
④特別支援学校 13 38.2
⑤他の保育所 3 8.8
⑥児童館 0 0.0
⑦保健所・保健センター 27 79.4
⑧家庭児童相談室 1 2.9
⑨児童相談所 3 8.8
⑩親の会 0 0.0
⑪子育てグループ 0 0.0

表９　昨年度連絡をとった機関  （n=34）

園　数 %
①保健センター主催の親子教室 9 29.0
②療育センターなどと連絡会 13 41.9
③保健師や家庭相談員 18 58.1
④その他 2 6.5

表10　幼稚園と保健センターなどとの連携 （n=31）

機　関　名 園　数 %
①就学指導委員会などに資料を報告 32 72.7
②連絡協議会で情報を交換 33 75.0
③小学校から観察にくる 23 52.3
④小学校を訪問する 24 54.5
⑤保護者の了解を得，文書で報告 3 6.8
⑥就学前相談・情報交換 27 61.4
⑦就学後相談・情報交換 14 31.8
⑧合同研修・研究会 4 9.1
⑨連携していない 0 0.0
⑩その他 0 0.0

表11　就学時の教育委員会や小学校との連携  （n=44）

園　数 %
①外部から講師を招いて実施 16 36.4
②研修会に参加している 43 97.8
③専門家等から指導を受けている 18 40.9
④その他 0 0.0

表12　職員研修 （n=44）
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６）職員研修について

　表 12 に職員の研修について示した．研修の機会と

して多い順に示すと，②県や市などが主催する研修会

に参加している（97.8％），次いで，③専門家等から

指導を受けている（40.9％），①発達障害等の研修会

を外部から講師を招いて実施している（36.4％）であっ

た．

　表13には，必要と思われる研修の項目とその必要度

を示した．すべての項目において，「とても必要」が

ほぼ75％以上を示し，いずれの研修も大切であること

がわかる．特に③子どもへの指導方法と指導計画の作

成方法（95.3％）が非常に高く，個別の指導計画の作

成と具体的な指導方法についての研修を強く求めてい

る．また，特別支援教育が始まり，発達障害に関する

知識（88.6％）や保護者への対応方法（88.6％）につ

いての研修も必要度が高いと言える．

７）配慮児の保育のあり方などについての意見や感想

その主だったものを以下に示す．

⑴　早期発見，早期療育，保護者との関係

　個別的支援の必要な子どもの早期発見，早期療育が

大切であるが，そのためには保護者の理解，協力が欠

かせず，保護者への対応が課題である．

⑵　職員体制（加配職員）

　個別的支援の必要な子どもの場合，加配教諭の配置

が必要であるが，診断名がないと加配職員が配置され

ない．

⑶　他機関との連携

  個別的支援の必要な子どもの支援を行うために「発

達障害連絡会」が発足した．幼稚園は発達障害児を発

見，保育し，そして小学校へつなげる大変な重荷を背

負っている．保健所，小学校との連携が欠かせない．

Ⅲ　考察

１．幼稚園における個別的配慮を要する幼児に関する

調査のまとめ

１）配慮児が平成20年度に在籍している幼稚園は

51.1％と約半数であった．

２）配慮児や発達障害児は，3・4・5歳と年齢が高く

なるにしたがい，そのクラスに在籍する児童が多く

なっている．

３）配慮児の状態像は，人とかかわることが苦手，こ

だわりが強い，集団行動ができない，動きが多く落ち

着きがない，指示に従わないという発達障害の状態像

を示すものが多かった．

４）幼稚園に在籍する配慮児について，障害に気づい

た時期は，入園前が一番多く，次いで幼稚園での保育

中で，3・4歳児の保育時までに多くの子どもが気づかれ

ている．在籍する配慮児に気づいた人は，幼稚園関係

者が一番多く，次いで乳児健診や他機関のスタッフで

あった．保護者は意外に少なかった．このことは発達障

害児を含む配慮児の示す問題行動が集団生活の中でよ

り顕著に観察されやすく，保護者よりも幼稚園の関係者

が子どもの障害に気づくことが多かったと言える．

５）特別支援教育に関する実施について，多い順に

示すと，発達障害児の実態把握（88.2％），校内委員

会の設置（57.6％），特別支援教育に関する教員研

修（56.3％），特別支援教育コーディネーターの指

名（38.2％），個別の指導計画の作成（32.4％），巡

表13　必要な研修

園数
とても必要 やや必要 あまり必要ない 必要ない

園数 ％ 園数 ％ 園数 ％ 園数 ％

①発達障害に関する知識 44 39 88.6 5 11.4 0 0.0 0 0.0

②園児の実態把握の方法 43 34 79.1 9 20.9 0 0.0 0 0.0

③子どもへの指導方法と
指導計画の作成方法 43 41 95.3 2 4.7 0 0.0 0 0.0

④具体的な事例検討 44 34 77.3 9 20.5 1 2.3 0 0.0

⑤保護者への対応方法 44 39 88.6 4 9.1 1 2.3 0 0.0

⑥関係機関の機能・役割
と連携の方法 43 32 74.4 9 20.9 2 4.7 0 0.0

⑦その他 0
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回相談員の活用（26.5％），個別の教育支援計画の作

成（20.6％），専門家チームの活用（2.9％）であった．

特別支援教育コーディネーターの指名は全国調査の

52.6％に比べ38.2％，巡回相談員の活用も全国調査の

69.7％に比べ26.5％とともに少なく，専門家チームの

活用に至っては，全国調査の44.1％に比べ2.9％とほぼ

皆無の状況であった．幼稚園の特別支援教育体制の整

備は，全国に比較して，顕著に遅れており，早急に体

制を整備しなければならない状況である．特に配慮児

に対する支援は，個別の指導計画の作成が欠かせず，

校内委員会の設置が急がれる．

６）配慮児の保育において幼稚園が実施している配

慮・支援・工夫で多いものは，保護者指導・支援

（88.2％），専門機関との連携（82.4％），担任外職員の

配置（79.4％），担任の配慮，個別指導（79.4％）など

であった．これらに比べ，保育環境の設定に配慮して

いる（44.1％），教材・教具の工夫（41.2％），医師な

どの専門家との連携（26.5％），遊具の工夫（11.8％）

は少なかった．保護者指導・支援が多いのは，保育は

幼稚園だけでなく家庭での養育も大切であり，幼稚園

と家庭とが両輪となり幼児に関わらなければならない

ことを考えると当然と言える．また，専門機関との連

携も多く，幼稚園だけでは対処できない専門的な知識

や診断を要する場合が多いと思われる．さらに，配慮

児に対して加配職員等の配置を含め，職員体制に配慮

している．

７）配慮児の保育において専門機関や医師などに相

談したことのある幼稚園は93.5％と高かった．昨年度

に連絡をとった外部機関の中で，一番多かったのは

保健所・保健センター（79.4％）であり，幼稚園に

とって保健所・保健センターは身近な相談機関の唯一

の機関であると言える．また，3番目に特別支援学校

（38.2％）があり，特別支援学校の地域センター化が

着々と進行していることがうかがえる．

８）就学時の教育委員会や小学校との連携では，連

絡協議会で情報を交換（75.0％），就学指導委員会な

どに資料を報告する（72.7％）が多かった．小学校を

訪問する（54.5％）と小学校から観察にくる（52.3％）

がほぼ同数であった．就学前相談・情報交換（61.4％）

に比べ，就学後相談・情報交換（31.8％）が少なかった．

できれば，就学後相談・情報交換を多くし，小学校の

様子から幼稚園でどのような支援が必要であるのか話

し合い，より効果的な支援のあり方を検討することが

必要である．特に項目にはなかったが，配慮が必要な

幼児が小学校での体験を重ねながら，徐々に小学校に

慣れていくことも良いと思われる．

９）職員研修について，県や市などが主催する研修会

に参加している幼稚園が97.8％で最も多く，必要と思

われる研修を必要度の高い順に示すと，子どもへの指

導方法と指導計画の作成方法（95.3％），発達障害に

関する知識（88.6％），保護者への対応方法（88.6％），

園児の実態把握の方法（79.1％），具体的な事例検討

（77.3％），関係機関の機能・役割と連携の方法（74.4％）

等であり，すべての項目において，ほぼ75％以上を示

し，いずれの研修も必要度が高いと言える．特に子ど

もへの指導方法と指導計画の作成方法が95.3％と非常

に高く，個別の指導計画の作成と具体的な指導方法に

ついての研修を強く求めていることがわかる．また，

特別支援教育が始まったこともあり，発達障害に関す

る研修や保護者への対応方法についての研修も必要度

が高いと言える． 

２．スクールソーシャルワークの視点から見た個別的

配慮を要する幼児への支援

１）特別支援教育に関する支援について

　文部科学省の「小中学校におけるLD（学習障

害），ADHD（注意欠陥／多動性障害），高機能自

閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイ

ドライン（試案）」を参考に，文部科学省の「特別支

援教育の推進について（通知）」にそって述べる．

⑴　校内委員会の設置（Ｈ県Ｈ地区57.6％，全国53.2％）

　“各学校においては，校長のリーダーシップの下，

全校的な支援体制を確立し，発達障害を含む障害のあ

る幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行う

ため，校内に特別支援教育に関する委員会を設置する

こと．”と記載されている．校内委員会の役割につい

て，上記のガイドラインには，特別な教育的支援が必

要な児童生徒の早期発見，実態把握，学級担任の指導

への支援方策の具体化，個別の教育支援計画の作成，

個別の指導計画の作成，校内研修の推進，保護者相談

の窓口となるとともに，理解推進の中心となるとされ

ている．その役割は幼児の実態把握や支援方策の検

討，学級担任の指導，保護者相談の窓口といったミク

ロレベルから個別の指導計画の作成や校内研修の推進

などのメゾレベル，さらに，個別の教育支援計画の作

成などのマクロレベルのアプローチと非常に広範囲に

わたっている．
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⑵　実態把握（Ｈ県Ｈ地区88.2％，全国79.9％）

　“各学校においては，在籍する幼児児童生徒の実態

の把握に努め，特別な支援を必要とする幼児児童生徒

の存在や状態を確かめること．さらに，特別な支援が

必要と考えられる幼児児童生徒については，特別支援

教育コーディネーター等と検討を行った上で，保護者

の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い，学

校や家庭で必要な支援や配慮について，保護者と連携

して検討を進めること．その際，実態によっては，医

療的な対応が有効な場合もあるので，保護者と十分に

話し合うこと．特に幼稚園，小学校においては，発達

障害等の障害は早期発見・早期支援が重要であるこ

とに留意し，実態把握や必要な支援を着実に行うこ

と．”と記載され，個別的な支援を要する幼児の実態

把握には家庭環境や養育環境，経済状況等について，

保護者から情報を得ることが大切であり，個別的なミ

クロレベルのきめ細やかアプローチが必要である．

⑶　特別支援教育コーディネーターの指名（Ｈ県Ｈ地

区38.2％，全国52.6％）

　“各学校の校長は，特別支援教育のコーディネー

ター的な役割を担う教員を『特別支援教育コーディ

ネーター』に指名し，校務分掌に明確に位置付けるこ

と．特別支援教育コーディネーターは，各学校におけ

る特別支援教育の推進のため，主に，校内委員会・校

内研修の企画・運営，関係諸機関・学校との連絡・調

整，保護者からの相談窓口などの役割を担うこと．ま

た，校長は，特別支援教育コーディネーターが，学校

において組織的に機能するよう努めること．”と記載

されている．特別支援教育コーディネーターは保護者

らの相談窓口といったミクロレベルから校内委員会・

校内研修の企画・運営といったメゾレベル，さらに関

係諸機関との連絡・調整といったマクロレベルのアプ

ローチが必要である．

　特別支援教育コーディネーターは校長が教員の中か

ら指名することになっており，果たして教員がミクロ

レベルからマクロレベルのアプローチに必要なスクー

ルソーシャルワークの専門性と言われる価値・知識・

技術を共有しているのか疑問である．個別的配慮を要

する幼児への支援には上記のアプローチが必要であ

り，ソーシャルワークの専門家であるスクールソー

シャルワーカーの登用が望まれる．

⑷　個別の指導計画の作成（Ｈ県Ｈ地区32.4％，全国

31.6％）

　“必要に応じて，『個別の指導計画』を作成するな

ど，一人一人に応じた教育を進めること．”と記載さ

れている．個別の指導計画は，校内関係者との連携の

もとに校内委員会で作成することになっている．その

際，担任が観察した様子や保護者や関係者の情報も大

切になる．個別の指導計画のサイクルは，「実態把握

→重点目標→内容の選定→指導方法→指導形態→指導

細案→実践→評価」であり，これはソーシャルワーク

の基本である「インテーク（援助の始まり）→情報収

集→アセスメント（事前評価）→プランニング（計

画）→介入→モニタリング（見直し）→エバリュエー

ション（事後評価）→終結」と非常に関連が深く，

ソーシャルワークの技術を大いに活用できるものと考

える．

⑸　関係機関との連携を図った「個別の教育支援計

画」の策定と活用（Ｈ県Ｈ地区20.6％，全国20.2％）

　“必要に応じて，「個別の教育支援計画」を策定す

るなど，関係機関と連携を図った効果的な支援を進め

ること．”と記載されている．「個別の教育支援計

画」は，障害者基本計画における「個別の支援計画」

と同じ性格のものであり，障害のある幼児の一人一人

のニーズを正確に把握し，中・長期的な視点で乳幼児

期から学校卒業後までを通じて，一貫して的確な支援

を行うことを目的としている．一貫した的確な支援を

行うには，教育のみならず，福祉，医療，労働等の

様々な側面からの取組みが必要であり，関係機関，関

係部局等との密接な連携協力の確保が不可欠で，コン

サルテーション，コーディネーション，ネットワーキ

ング等の技術に習熟しておくことが必要である．

２）特別支援教育に関する対応以外の支援

　今回の調査では，保護者指導・支援（88.2％）が一

番多かった．保護者指導・支援を行うには，保護者か

ら幼児の生育歴や家庭環境，生育環境，経済状況等の

様々な情報を収集し，幼児が示している問題行動につ

いてのアセスメントが必要である．さらに，その問題

行動に対応するための計画作成（Plan），計画に沿っ

た指導・支援を実施し（Do），その後点検・評価（Check）

と処置・改善（Act）が必要である． 

　次に多かった支援は専門機関との連携（82.4％）で

あった．専門機関と連携するには，幼児を取り巻く

様々な福祉制度やサービスに関する知識，児童福祉の

知識，さらに幼児の発達，問題行動に関する知識，精

神医学的な知識等を習得した上で，ソーシャルワーク
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の技術を用いながらマクロレベルのアプローチが必要

である．

　以上，個別的配慮を要する幼児への支援を特別支援教

育とそれ以外の対応について，スクールソーシャルワー

クの視点からその内容を分析した．その結果，上述した

すべての対応において，スクールソーシャルワークの価

値・知識・技術が深く関連していることがわかった．個

別的配慮を要する幼児への支援をさらに効果的なものに

するには，幼児の抱える様々な問題を幼稚園内の問題と

するのではなく，家庭，地域，友人関係などあらゆる視

点で見極め，子どもや家族への対応だけでなく，関係機

関との連携や調整を含めながら，子どもを取り巻く環境

との関係に介入するスクールソーシャルワークのアプ

ローチが有効と思われる．今後、幼稚園にスクールソー

シャルワークの専門知識を持ち，その理念に基づいて，

子どもの問題に生活の視点で関わるスクールソーシャル

ワーカーの登用が望まれる．

文献

兵庫県教育委員会（2006）：特別な支援が必要な子どもたちの

ために

国立特殊教育総合研究所の調査研究報告書（2007）：乳幼児期か

らの一貫した軽度発達障害者支援体制の構築に関する研究－

乳幼児期における発見・支援システムの実態調査を中心に－

文部科学省（2003）：今後の特別支援教育の在り方について（最

終報告）

文部科学省 （2004）：小中学校におけるLD（学習障害），

ADHD（注意欠陥／多動性障害），高機能自閉症の児童生徒

への教育支援体制の整備のためのガイドライン（試案）

文部科学省（2005）：特別支援教育を推進するための制度の在

り方について（答申）

文部科学省（2006）：学校教育法施行規則の一部改正等について

文部科学省（2006）：学校教育法等の一部を改正する法律

文部科学省（2007）：特別支援教育の推進について（通知）

文部科学省（2008）：平成19年度特別支援教育体制整備状況調

査結果について

日本社会福祉士養成校協会（2008）：スクール（学校）ソーシャ

ルワーカー育成・研修等事業に関する調査研究＜報告書＞

社会福祉教育方法・教材開発研究会（2001）：新社会福祉援助

技術演習　中央法規出版 pp118-119

鵜飼孝導（2008）：スクールソーシャルワーカーの導入　立法

と調査，279，59-68


